
魎
令 和5年 　「STOP　!熱 中症 クー ル ワー ク キ ャ ンペ ー ン」 実 施 要綱

令 和5年3月3日 制 定

令 和5年5月29日 改訂

1趣 旨

夏季 を 中心に熱 中症 の発生 が相次 ぐ中、職場 において も例年、熱 中症 が多数発

生 してお り、重篤化 して死亡 に至 る事例 も後 を絶た ない状況 にあることか ら、業

界 、事業場 ごとに、熱 中症予防対策 に取 り組 んでい る ところで ある。.昨年ま での

・rSTOP!熱 中症 クール ワー クキャンペ ー ン」 において も、労働 災害防止団体や

関係 省庁 とも連携 し、職場 にお ける熱 中症 の予防に取 り組 んで きた。

昨年1年 間の職場 にお ける熱 中症 の発 生状況 を見 ると、死 亡 を含 む休業4日 以

上 の死傷者827人 、 うち死亡者 は30人 となってい る。業種別 にみ ると、死傷者数

につい ては、建設業179件 、製造 業145件 となってお り、全 体の約4割 が これ ら

2つ の業種 で発生 してい る。また、死亡者数 は、建設業 、警備 業の順 に多 く、多

くの事例で暑 さ指数(WBGT)を 把握せず 、熱 中症 予防のための労働衛生教育 を行

ってい なか った。また 、「休 ませ て様子 を見 ていた ところ容態 が急変 した」、 「倒 れ

てい る ところを発 見 された」な ど、熱 中症発症 時 ・緊急 時の措置 が適切 にな され

ていなか った。

このた め、本キ ャンペー ンを通 じ、すべ ての職場 において、 「職場 にお ける熱 中

症 予防基 本対策要綱 」(令 和3年4.月20日 付 け基発0420第3号)に 基づ く基本 的

な熱 中症 予防対策 を講ず るよ う広 く呼び かける とともに、期 間中、事業者 は①暑

さ指数(WBGT)の 把握 とその値 に応 じた熱 中症予防対策 を実施す るこ と、② 作業

を管理す る者及 び労働者 に対 してあ らか じめ労働衛生教育 を行 うこと、③衛 生管

理者 な どを中心に事 業場 としての管理体制 を整 え、発症時 ・緊急時 の措置 を確認

し、周知す ることな ど、重 点的な対策 の徹底 を図る。

2期 間

令和5年5.月1日 か ら9月30日 まで とす る。

なお 、令和5年4月 を準備期 間 とし、令 和5年7月 を重点取組 期 間とす る。

3主 唱

厚生労働省、中央労働災害防止協会、建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送

事業労働 災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業 ・木材製造業

労働災害防止協会、一般社団法人 日本労働安全衛生コンサル タン ト会、一般社団

法人全国警備業協会
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4協 賛

公益社団法人 日本保安用品協会、一般社団法人 日本電気計測器工業会

5後 援

農林水産省、国土交通省、環境省、警察庁

6主 唱者及び協賛者等による連携

各関係 団体における実施事項についての情報交換及び相互支援の実施

7主 唱者の実施事項

(1)厚 生労働省の実施事項

ア 熱中症予防に係 る周知啓発資料(チ ェックリス トを含む)等 の作成、配布

イ 熱中症予防に係 る有益な情報等を集めた特設サイ トの開設

(ア)災 害事例、効果的な対策、好事例、先進事例の紹介

(イ)熱 中症予防に資するセ ミナー、教育用ツール等の案内

ウ 各種団体等への協力要請及び連携の促進

工 都道府県労働局、労働基準監督署による事業場への啓発 ・指導

オ その他本キャンペーンを効果的に推進す るための事項

(2)各 労働災害防止協会等の実施事項

ア 会員事業場等への周知啓発,

イ 事業場の熱中症予防対策への指導援助

ウ 熱 中症予防に資するセ ミナー等の開催、教育支援"

工 熱中症予防に資するテキス ト、周知啓発資料等の提供

オ その他本キャンペーンを効果的に推進す るための事項

8協 賛者の実施事項

(1)有 効な熱中症予防関連製品及び 日本産業規格 を満た したWBGT指 数計の普及促

進

(2)そ の他本キャンペーンを効果的に推進す るための事項

9各 事業場 にお ける重 点実施事項

期間 中に 「10各 事業場 にお ける詳細 な実施事項 」 に掲 げ る取組 を行 うこ とと

す る。重 点 とすべ き事項 を以下 に特記す る。

(1)準 備期 間 中

暑 さ指数(WBGT)の 把握 の準備(10の(1)の ア)

作業計 画の策 定等(10の(1)の イ)

緊急 時の対応 の事前確認等(10の(1)の ク)
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(2)キ ャ ンペ ー ン期 間 中

暑 さ指 数(WBGT)の 把 握 と評 価(10の(2)の ア及 びイ)

作 業 環 境 管理(10の(2)の ウ)

作 業 管 理(10の(2)の エ)

健 康 管 理(10の(2)の オ)

異 常 時 の措 置(10の(2)の キ)「

(3)重 点 取 組 期 間 中

作 業 環 境 管 理(10の(3)の ア)

作 業 管 理(10の(3)の イ)

異 常 時 の 措 置(10の(3)の オ)

10各 事業場 にお ける詳細 な実施事項

(1)準 備期 間 中に実施すべ き事項'

ア 暑 さ指数(WBGT)の 把握 の準備

日本産業規格JISZ8504又 はJISB7922に 適合 したWBGT指 数計 を準備

し、点検ず る こと。黒球が ない な ど 日本産業規格 に適 合 しない測定器 で は、

屋外や輻射熱 がある屋 内の作業場所 で、暑 さ指数(WBGT)が 正常に測 定 され

ない場合 がある。

なお、環境省 、気象 庁が発表 してい る熱 中症警戒 ア ラー トは、職場 におい

て も、熱 中症 リス クの早期把握 の観 点か ら参考 とな る。

イ 作業計画 の策定等

夏季 の暑熱 環境 下にお ける作業 に対す る作業計画 を策 定す ること。作業計

画 には、特 に新規入職者や休み 明け労働者等 を考慮 した暑熱順化プ ログラ

ム、暑 さ指数(WBGT)に 応 じた十分 な休憩 時間の確保 、　WBGT基 準値(別 紙表

1)を 大幅に超 えた場合 の作業 中止 に関す る事項 を含 め る必要 がある。

また、熱 中症 の症状 を呈 して体調不 良 となった場合等 を想定 した計画 を策

定す ること。

ウ 設備対策 の検討

WBGT基 準値 を超 えるおそれ のあ る場所 におい て作業 を行 うことが予定 され

てい る場合 には、簡易 な屋根 の設置 、通風又 は冷房設備 の設置 、 ミス トシャ

ワー等 に よる散水設備 の設置 を検討す る。 ただ し、 ミス トシャワー等 に よる

散水設備 の設置 に当たっては、湿度 が上昇す るこ とや滑 りやす くなるこ とに

留意す る。 また、既 に設置 してい る冷房設備等 について は、そ の機 能 を点検

す る。N

工 休憩場所 の確 保の検討

作業場所 の近 くに冷房 を備 えた休 憩場所 又は 日陰等 の涼 しい休憩場所 の確

保 を検討 す る。 当該休 憩場所 は横 になるこ とのでき る広 さの もの とす る。 ま

た、休 憩場所 にお ける状態の把握方 法及 び状態 が悪化 した場合 の対応 につ い
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て も検討す る。

オ 服 装等 の検討

熱 を吸収 し又は保熱 しやす い服 装 は避 け、透湿性及び通気性 の良い服装 を

準備 す ること。身体 を冷却す る機 能 をもつ服 の着 用 も検討 す る。 また、直射

日光下 にお け る作業が予定 され てい る場合 には、通気性 の良い帽子 、ヘル メ

ッ ト等 を準備す る。

なお、事 業者 が業務 に関連 し衣類 や保護 衣 を指定す るこ とが必要 な場合 が

あ り、 この際 には、 あ らか じめ衣類 の種類 を確認 し、暑 さ指数(WBGT)の 補

正(別 紙表2)の 必 要性 を考慮 す る こと。

力 教 育研修 の実施

各級 管理者 、労働者 に対す る教 育 を実施 す る。教育 は、別紙表3及 び別紙

表4に 基 づ き実施す る。

教 育用教材 としては、厚生労働省 の運営 してい るポー タルサイ トT学 ぼ

う!備 えよ う!職 場 の仲 間を守 ろ う!職 場 にお ける熱 中症予防情報」 に掲載

され てい る動画 コンテ ンツ、 「職場 にお ける熱 中症 予防対策 マニ ュアル」、 「働

く人 の今す ぐ使 える熱 中症ガイ ド」熱 中症 予防対策 について点検すべ き事項

をま とめた リー フ レッ ト等や、環境省 の熱 中症予 防情報 サイ トに公 表 され て

い る熱 中症 に係 る動画 コンテ ンツや救急措置等 の要点が記載 された携帯カー

ド 「熱 中症予 防カー ド」 な どを活用す る。

なお 、事業者 が 自ら当該 教育 を行 うことが困難 な場合 には、関係 団体が行

う教育 を活用す る。

キ 労働衛 生管理体制 の確 立

事業者 、産業 医、衛生管理者 、安全衛生推進者又 は衛 生推進者 が 中心 とな

り、(1)か ら(3)ま で に掲 げる熱 中症予 防対策 について検討す る ととも

に、事業場 にお ける熱 中症予防 に係 る責任体制 の確 立 を図 る。

現場 で作業 を管理す る者 等、衛 生管理者 、安全衛生推進者等 以外 の者 に熱

中症予 防対策 を行 わせ る場合 は、上記 力の教育研修 を受 けた者等熱 中症 にっ

い て十分 な知識 を有す る者 の うちか ら、熱 中症予 防管理者 を選任 し、同管理

者 に対 し、(2)'の クに掲 げる業務 につ いて教 育を行 う。

ク 緊急 時の対応 の事前確認 等

事業場 におい て、労働者 の体調不 良時に搬送 を行 う病 院の把握や緊急 時 の

対応 につ いて確認 を行い、労働者 に対 して周知す る。

(2)キ ャンペー ン期 間中に実施すべ き事項

ア 暑 さ指数(WBGT)の 把握

暑 さ指数(WBGT)の 把握 は、 日本産業規格 に適合 したWBGT指 数 計に よる随

時把握 を基本 とす る こと。そ の地域 を代表す る一般 的な暑 さ指数(WBGT)を

参考 とす ることは有効 であるが 、個 々の作業場所や作業 ごとの状況 は反 映 さ

れ ていない ことに留意す る。特 に、測 定方法や測 定場所 の差異 に よ り、参考
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値 は 、 実 測 し た 暑 さ指 数(WBGT)よ り も低 め の 数 値 と な る こ とが あ る た め 、

直 射 日光 下 に お け る 作 業 、 炉 等 の 熱 源 の 近 く で の 作 業 、 冷 房 設 備 が な く風 通

し の 悪 い 屋 内 に お け る作 業 に っ い て は 、 実 測 す る こ とが 必 要 で あ る 。

地域を代表する一般的な暑 さ指数(WBGT)の 参照:

環境省熱中症予防情報サイ ト　　　htt　s'//www　wbgt　env　go　j　/

建設現場における熱中症の危険度の簡易判定のためのツール:

建設業労働災害防止協会ホームページ

　 https:　//www.　kensaibou,　or.　jp/safe_tech/1eaflet/files/heat_stroke-_risk_assessment_chart.　 pdf

イ 暑 さ指数(WBGT)の 評価

実測 した暑 さ指数(WBGT)　 (必要 に応 じて別紙表2に よ り衣類 の補 正 を した

もの)は 、別紙表1のWBGT基 準値 に照 らして評価 し、熱 中症 リス クを正 しく

見積 もるこ と。　WBGT基 準値 を超 え又 は超 えるおそれ のある場合 には、暑 さ指

数(WBGT)の 低減 をは じめ とした以下 ウか らオ まで の対策 を徹底す る。

図 暑 さ指数(WBGT)の 評価 と評価結果 に基づ く措置

ウ 作業環境管理

(ア)暑 さ指数(WBGT)の 低減等

(1)の ウで検討 した暑 さ指数(WBGT)の 低減対策 を行 う。

(イ)休 憩場所 の整備 等

(1)の エで検討 した休憩場所 の設置 を行 う。休憩場所 には、氷 、冷 た

いお しぼ り、水風 呂、 シャワー等 の身体 を適 度に冷やす ことので き る物 品

及び設備 を設 ける。 また、水分及 び塩分 の補 給 を定期 的かつ容易 に行 うこ

とができる よ う飲 料水 、スポー ツ ドリンク、塩飴等 の備付 け等 を行 う。 さ

らに、状態 が悪化 した場合 に対応 で きるよ うに、休 憩す る者 を一人 き りに
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しない こ とや連絡 手段 を明示す る等 に留意 す る。

工 作業 管理

(ア)作 業 時 間の短縮等

(1)の イ で検討 した作業計画 に基づ き、　WBGT基 準値 に応 じた休憩等 を

行 うこ と。

測定 した暑 さ指数(WBGT)がWBGT基 準値 を大 幅 に超 え る場合 は、原則 と

して作業 を行 わない こととす る。　WBGT基 準値 を大幅 に超 える場所で、やむ

を得ず 作業 を行 う場合 は、次 に留意 して作業 を行 う。

① 単独作 業 を控 え、(1)の イ を参考 に、休憩 時間 を長 めに設定す る。

② 管理者 は、作業 中労働者 の心拍数 、体温及び 尿の回数 ・色等の身体状

況、水分及 び塩 分の摂取状況 を頻繁 に確認 す る。 なお、熱 中症 の発生 し

やす さには個 人差があ ることか ら、 ウェア ラブル デバイ スな どのIoT機

器 を活用す るこ とによる健康管理 も有効で あるご

(イ)暑 熱順化 への対応

暑熱順化 の有無が、熱 中症 の発 生 リス クに大 き く影響 す ることか ら、7

日以上 か けて熱 へ のば く露 時間 を次第 に長 くす るこ とが望ま しい。特 に、

新 規採用者等 に対 して他 の労働者 と同様 の暑熱 作業 を行 わせ ない よ う、計

画的 な暑熱順化 プ ログラムを組む こと。

なお、夏季休 暇等のため熱へ のば く露 が 中 熱に獺歓 夏休み(4日間)纈 化の

断す る と4日 後 には暑熱順化 の顕著 な喪失 が

始 ま るこ とに留意す る。

暑熱順化 がで きていない場合 には、特 に(2)の エ の(ア)に 留意 の

上、作業 を行 う。

(ウ)水 分及び塩分 の摂 取

労働者 は、の どの渇 きに関す る 自覚症状 の有 無 にかかわ らず、水 分及 び

塩 分の作業前後 の摂 取及び作業 中の定期 的な摂 取 を行 う。管理者 は、労働

者 の水分及び塩分 の摂取 を確 認す るための表 の作成、作業 中の巡視 にお け

る確認 な どに よ り、労働者か らの申出にかかわ らず定期的 な水分及 び塩分

の摂取 の徹底 を図 る。

なお、尿 の回数 が少 ない又 は尿 の色 が普段 よ り濃い状態 は、体内の水分

が不足 してい る状態 である可能性が あ るので留意 す る。

(エ)服 装等

(1)の オ で検討 した服 、帽子 、ヘル メ ッ ト等 を着用す る。必要 に応 じ

て、通気 性の 良い衣類 に変更す る。

(オ)プ レクー リング

暑 さ指数(WBGT)が 高い暑熱環境 の下で、作業 強度 を下げた り通気性 の

良い衣服 を採用 した りす るこ とが困難 な作業 にお いては、作業 開始前 にあ

らか じめ深 部体温 を下 げ、作業 中の体温上昇 を抑 え るプ レクー リングも行
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われてお り、体表面を冷却す る方法 と、冷水やアイススラリー(流 動性の

氷状飲料)な どを摂取 して体内から冷却する方法 とがある。必要に応 じて

作業開始前や休憩時間中のプレクー リングを検討す ること。

オ 健康管理

(ア)健 康診断結果に基づ く対応等

熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある次のような疾病を有する者に

対 しては、医師等の意見を踏まえ配慮を行 う。

①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神 ・神経関係の疾患、

⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感 冒等、⑧下痢等

(イ)日 常の健康管理

当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前 臼の多量の飲酒、体調不良等が熱中

症 の発症に影響 を与えるおそれがあることにっいて指導を行 う。また、熱

中症の具体的症状について労働者に教育 し、労働者 自身が早期に気づ くこ

とができるようにす る。

(ウ)労 働者の健康状態及び暑熱順化の状況の確認

当 日の作業開始前に、当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前 日の多量の飲

酒、体調不良等の健康状態の確認を行 う。また、職長等の管理者は、入職

後1週 間未満の労働者及び夏季休暇等のために熱へのばく露か ら4日 以上

離れていた労働者 をあ らかじめ把握 し、当該労働者の作業時間中や作業終

了時における健康状態に特に配慮する。

健康状態又は暑熱順化の状況から熱中症の発症 リスクが高い と疑われる

者に対 しては、必要に応 じ作業の配置換え等を行 う。

(エ)作 業中の労働者の健康状態の確認

作業中は巡視を頻繁に行い、声をかけるなどして労働者 の健康状態を確

認する。また、単独での長時間労働 を避けさせ、複数の労働者 による作業

においては、労働者にお互いの健康状態について留意す るよ う指導すると

ともに、異変を感 じた際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者 に申

し出るよう指導す る。

力 労働衛生教育

(1)の カの教育研修については、期間中においても、適切な機会をとら

えて実施する。特に別紙表4に 示す内容については、雇入れ時や新規入場時

に加え、 日々の朝礼等の際にも繰 り返 し実施する。

キ 異常時の措置

本人や周 りが少 しでも異変を感 じた際には、必ず、一旦、作業 を離れ、病

院に搬送するなどの措置をとるとともに、症状に応 じて救急隊を要請す る。

なお、本人に自覚症状がない、又は大丈夫 との本人からの申出があったとし

ても周囲の判断で病院への搬送や救急隊の要請を行 う。病院に搬送す るまで

の間や救急隊が到着するまでの間には、必要に応 じて水分 ・塩分の摂取 を行
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った り、衣服 を脱がせ水 をか けて全身 を急速冷却す るこ と等 によ り効果 的な

体温 の低減措 置 に努 める。そ の際 には、一人 き りにせず に誰 かが様子 を観察

す る。

ク 熱 中症 予防管理者 等 の業務L

衛 生管理者、安全衛生推進者 、衛 生推進者又 は熱 中症予防管理者 に対 し、

次 の業務 を行 わせ る こと。

(ア)作 業 に応 じて、適 用すべ きWBGT基 準値 を決定 し、併せ て衣類 に関 し暑 さ

指 数(WBGT)に 加 え るべ き着衣補正値 の有無 を確認 す るこ と。

(イ)ウ の(ア)の 暑 さ指数(WBGT)の 低減対策 の実施状況 を確認す るこ と。

(ウ)入 職 日、作 業や休 暇の状 況等 に基づ き、 あ らか じめ各労働者 の暑熱 順化

の状況 を確認 す る こと。 なお 、あ らか じめ暑熱順化不 足 の疑 われ る労働者 は

プ ログラムに沿 って暑熱順化 を行 うこ と。

(エ)朝 礼 時等作業 開始 前 において労働者 の体調及び暑熱順化 の状況 を確認 す

るこ と。r

(オ)作 業場所 の暑 さ指数(WBGT)の 把握 と結果 の評価 を行 うこと。

評価結果 に基 づき、必 要に応 じて作業時間 の短縮等 の措置 を講ず るこ と。

(カ)職 場巡視 を行 い、労働者 の水分及 び塩 分の摂 取状況 を確認す るこ と。

(キ)退 勤後 に体調 が悪化 しうるこ とについて注意喚起す る こと。

(3)重 点取組期 間中に実施 すべき事項

ア 作業環境管理

(2)の ウの(ア)の 暑 さ指数(WBGT)の 低 減効果 を再確 認 し、必要 に応

じ追加対策 を行 う。

イ 作業 管理

(ア)期 間中に梅 雨明 けを迎 える地域 が多 く、急激 な暑 さ指数(WBGT)の 上昇

が想 定 され るが、その場合 は、労働者 の暑熱 順化がで きてい ない こ とか

ら、プ ログラムに沿って暑熱順化 を行 うとともに、暑 さ指数(WBGT)に 応

じた作業 の中断等 を徹底す る。

(イ)水 分及び塩分 の積極 的な摂 取や熱 中症予防管理者 等 によるそ の確認 の徹

底 を図 る。

ウ 健康 管理

当 日の朝食 の未摂 取、睡眠不 足1体 調 不良、前 日の多量 の飲酒 、暑熱順化 ・

の不 足等につ いて、作業開始前 に確認 す る とともに、巡視 の頻度 を増や す。

工 労働衛 生教 育

期 間 中は熱 中症 の リス クが高まってい るこ とを含 め、重点 的な教育 を行

う。

オ 異 常時の措置

(2)の キの措置 に加 え、体調不良 の者 を休憩 させ る場合 は、状態 の把握

が容 易 に行 えるよ うに配慮 し、状態が悪化 した場合 の連絡 ・対応方法 を確認
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してお く。異常 を認 めた ときは、躊躇 す ることな く救急隊 を要請す る。

別紙

表1身 体 作 業 強 度 等 に 応 じたWBGT基 準 値

区

分

0

安
静

1

低
代
謝
率

2

中
程
度
代
謝
率

3

高
代
謝
率

4

塑
局
代
謝
率

身体作業強度(代 謝率 レベル)の 例

安静、楽な座位

軽い手作業(書 く、タイピング、描 く、縫う、簿記);手 及び腕の作

業(小 さいペンチツール、点検、組立て又は軽い材料の区分け);腕

及び脚の作業(通 常の状態での乗り物の運転、フットスイッチ及び

ペダルの操作)。

立位で ドリル作業(小 さい部品);フ ライス盤(小 さい部品);コ イル

巻き;小 さい電機子巻き;小 さい力で駆動する機械;2.5km/h以

下での平たん(坦)な 場所での歩き。

継続的な手及び腕の作業[く ぎ(釘)打 ち、盛土];腕 及び脚の作業

(トラックのオフロー ド運転、トラクター及び建設車両);腕 と胴体

の作業(空気圧ハンマーでの作業、トラクター組立て、しっくい塗

り、中くらいの重 さの材料を断続的に持つ作業、草む しり、除草、

果物及び野菜の収穫);軽 量な荷車及び手押し車を押したり引いた

りする;2.5km/h～5,5km/hで の平たんな場所での歩き;鍛 造

強度の腕及び胴体の作業;重 量物の運搬;シ ョベル作業;ハ ンマー

作業;の こぎり作業;硬 い木へのかんな掛け又はのみ作業;草 刈り;

掘る';5.5km/h～7km/hで の平たんな場所での歩き。

重量物の荷車及び手押し車を押したり引いたりする;鋳 物を削る;

コンクリー トブロックを積む。

最大速度の速さでのとても激 しい活動;お の(斧)を 振るう;激 しく

シャベルを使 ったり掘 ったりする;階 段を昇る;平 たんな場所で走

る;7km/h以 上で平たんな場所を歩 く。

WBGT基 準値

暑熱順化者の

WBGT基 準値 ゜C

33

30

28

26

25

暑熱非 順化者の

WBGT基 準値 ゜C

32

29

26

23

20

注1日 本 産 業 規 格JISZ8504(熱 環 境 の 人 間 工 学 一一一WBG'1"(湿 球 黒 球 温 度)指 数 に 基 づ く 作 業 者 の 熱 ス

ト レス の 評 価 一 暑 熱 環 境)附 属 書A　 「WBG丁 熱 ス ト レ ス 指 数 の 基 準 値 」 を 基 に 、 同 表 に 示 す 代 謝 率 レ ベ

ル を 具 体 的 な 例 に 置 き 換 え て 作 成 した も の 。
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注2暑 熱 順 化 者 と は 、 「評 価 期 間 の 少 な く と も1週 間 以 前 か ら 同 様 の 全 労 働 期 間 、 高 温 作 業 条 件(又

は 類 似 若 し く は そ れ 以 上 の 極 端 な 条 件)に ば く 露 さ れ た 人 」 を い う 。

注3(参 考)休 憩 時 間 の 目 安 ※:暑 熱 順 化 した 作 業 者 に お い て 、 魍GT基 準 値 ～ ,1℃ 程 度 超 過 し て い る と

き に は1時 間 当 た り15分 以 上 の 休 憩 、2°C程 度 超 過 し て い る と き に は30分 以 上 の 休 憩 、3℃ 程 度 超

過 して い る と き に は45分 以 上 の 休 憩 、 そ れ 以 上 超 過 し て い る と き に は 作 業 中 止 が 望 ま し い 。 暑 熱 順

化 して い な い 作 業 者 に お い て は 、 上 記 よ り も よ り 長 い 時 間 の 休 憩 等 が 望 ま し い 。

※ 身 体 を 冷 却 す る 服 の 着 用 を し て い な い 等 、 特 段 の 熱 中 症 予 防 対 策 を 講 じ て い な い 場 合 。

(出 典)米 国 産 業 衛 生 専 門 家 会 議(ACGIH)の 許 容 限 界 値(TLV)　 を 元 に 算 出 。

/

」
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表2衣 類 の 組 合 せ に よ り暑 さ 指 数'　(WBGT)に 加 え るべ き 着 衣 補 正 値　(°C-WBGT)

組合せ コメ ン ト 暑 さ指数(WBGT)

に加えるべき着

衣 補 正 値(℃ 一

WBGT)

作業服 織物製作業服で、基準となる組合せ着 0

衣 で あ る。

つなぎ服 表面加工された綿を含む織物製 0

単層のポ リオ レフィン不 ポ リエチ レンか ら特殊な方法で製造 さ 2

織布製つなぎ服 れる布地

単層のSMS不 織布製のつ SMSは ポ リプロピレンか ら不織布を製造 0

なぎ服 する汎用的な手法である。

織物の衣服を二重に着用 通常、作業服の上につなぎ服を着た状 3

した場合 態 。

つなぎ服の上に長袖 ロン 巻付型エプロンの形状は化学薬剤の漏 4

グ丈の不透湿性エプロン れから身体の前面及び側面を保護する

を着用 した場合 ように設計 されている。

フー ドな しの単層の不透 実際の効果は環境湿度に影響され、多 10

湿つなぎ服 くの場合、影響はもっと小 さくなる。
/、

フー ドつき単層の不透湿 実際の効果は環境湿度に影響され、多 日

つなぎ服 くの場合 、?影響 は もっ と小 さ くな る。

服の上に着たフー ドな し 一 12

不透湿性のつなぎ服

フー ド 着衣組合せの種類やフー ドの素材を問 +1

わず、フー ド付きの着衣を着用する場

合。 フー ドな しの組合せ着衣の着衣補

正値に加算され る。

注 記1透 湿 抵 抗 が 高 い 衣 服 で は 、 相 対 湿 度 に 依 存 す る。 着 衣 補 正 値 は 起 こ り う

る 最 も 高 い 値 を示 す 。

注 記2　 SMSは ス パ ンボ ン ドーメ ル トブ ロー ンース パ ン ボ ン ドの3層 構 造 か らな る

不 織 布 で あ る 。

注 記3ポ リオ レ フ ィ ン は 、 ポ リエ チ レ ン 、 ポ リプ ロ ピ レ ン 、 な らび に そ の 共 重

合 体 な どの 総 称 で あ る 。
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表3熱 中症予防管理者労働衛生教育
＼

事項 範囲 時間

・熱中症の概要

・職場における熱中症の特徴

(1) 熱中症の症状* ・体温の調節 30分

・体液の調節

・熱中症が発生する仕組みと症状
`

・暑 さ指 数(WBGT)　 (意 味 、　WBGT基 準値 に基 づ く

評価)

・作業環境管理(暑 さ指数(WBGT)の 低減、休憩

場所の整備等)

・作業管理(作 業時間の短縮、暑熱順化、水分及

び塩分の摂取、服装、作業中め巡視等)
(2) 熱中症の予防方法* 150分

・健康管理(健 康診断結果に基づ く対応、日常の

■ 健康管理、労働者の健康状態の確認、身体の状

況の確認等)

・労働衛生教 育(労 働者に対する教育の重要性、

教育内容及び教育方法)

・熱中症予防対策事例

・緊急連絡網の作成及び周知

(3) 緊急時の救急処置 15分
・緊急時の救急措置

(4) 熱中症の事例 ・熱 中症の災害事例 15分

注 対 象 者 の 熱 中 症 に 対 す る基 礎 知 識 の 状 況 に 応 じ、(1)及 び(2)を そ れ ぞ れ 帖

分 、75分 に 短 縮 して 行 う こ と と して 差 し支 え な い 。

表4労 働 者 向 け労 働 衛生 教 育(雇 入 れ 時又 は新規 入場 時)

事項 範囲

(1) 熱中症の症状

・熱 中症の概要

・職場における熱中症の特徴

・体温の調節

・体液の調節

・熱 中症が発生する仕組み と症状

(2) 熱中症の予防方法

・暑 さ指数(WBGT)の 意味

・現 場での熱 中症予防活動(暑 熱順化、水分及び塩分の摂取、
'

服装、日常の健康管理等)

(3) 緊急時の救急処置 ・緊急時の救急措置

(4) 熱中症の事例 ・熱 中症の災害事例
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